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平成15年度　中小企業組合検定試験

全国中小企業団体中央会

問題  解答　　 組合制度（2）と 4

第４問

次に掲げた文章のうち、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関す

る法律上、正しいものには○印を、誤っているものには×印を、解答用紙の解答

欄に記入しなさい（全部に○印のみ、または×印のみをつけた場合には、無効回

答とします。）。

１．組合の成立の時期は、行政庁の設立の認可を受けた日である。

２．総会の議決について、特別利害関係のある組合員は議決権を行使することは

できない。

３．定款を変更した場合、変更事項によっては所管行政庁の認可を必要としない。

４．役員の定数の３分の１を超えるものが欠けたときは、３か月以内に補充しな

ければならない。

５．理事会の議長は、議決権を行使することができない。

６．理事会では、代理人による議決権の行使はできない。

７．理事は、総会及び理事会の議事録を10年間主たる事務所に備えておかなけれ

ばならない。

８．組合員は、定款の定めるところにより、書面議決に代えて電磁的方法（電子

メール）により議決権を行うことができる。

９．代表理事が住所移転により住所変更をしたときは、主たる事務所の所在地に

おいては２週間以内に変更の登記をしなければならない。

10．脱退を申し出た組合員は、その時点から組合事業を利用することができない。
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〔解答〕

第４問

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

× × × ○ × ○ ○ ○ ○ ×

（組合制度おわり。次号から組合運営）

組合教室「運営コース」開催のご案内

－東京都中央会－

本コースは、中小企業組合を運営・管理していく上で必須な基本的実務知識を

解り易く、かつ短期間で習得できるように構成しております。新たに組合を設立

された役職員の方はもちろん、既存組合の役職員の方についても、今までの知識

を整理する意味で、是非とも受講されますようご案内いたします。

開催日時：平成16年10月４日（月）から10月29日（金）まで　毎週月曜日・

水曜日・金曜日の週３日、延べ10日間　午後６時00分～８時15分

開催場所：「東京都中小企業会館・９階講堂」東京都中央区銀座２－10－18

受 講 料：１人につき25,000円（テキスト、資料代を含みます。）

お申込み・お問い合わせ先 東京都中小企業団体中央会　振興課　TEL 03-3542-03868

※詳細につきましては、別送のご案内をご参照ください。




